
 

【負担割合の判断チャート】 ※世帯に６５歳が 1人の場合（単身者含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人が 

住民税非課税 

４０歳～６４歳の方 

または 

生活保護の方 

 

２割負担 

 

本人が 

住民税課税 

本人合計所得金額 

220 万円以上 

本人合計所得金額 

160 万円以上 220 万円未満 

本人合計所得金額 

160 万円未満 

本人の年金収入および 

その他合計所得金額が 

280 万円未満 

本人の年金収入および 

その他合計所得金額が 

280 万円以上 340 万円未満 

本人の年金収入および 

その他合計所得金額が

340 万円以上 

 

３割負担 １割負担 

こちらに記載されている割合が 

介護保険サービスを利用される場合の 

「自己負担割合」となります 

世帯に６５歳以上の方が 1人 



 

 

【負担割合の判断チャート】 ※６５歳世帯員が２人以上の場合（本人含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適用期間】 

・毎年８月１日～翌年の７月３１日まで 

※新たに要介護、要支援認定及び日常生活支援総合事業の事業対象者になられた方の適用期間は、 

申請日から翌年の７月３１日までとなります。 

【注意事項】 

・所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の８月まで遡り変更されます。 

・介護保険料に滞納がある場合は上記の負担割合と異なり３割または４割となる場合があります。 

・

◇問合せ先 福祉課介護保険係 ℡８４－２１１１◇ 
 

 

 
 

世帯に６５歳以上の方が２人以上 

６５歳以上の帯員全員

の年金収入および 

その他合計所得金額が 

346 万円未満 

６５歳以上の帯員全員の 

年金収入および 

その他合計所得金額が 

346 万円以上 463 万円未満 

６５歳以上の帯員全員

の年金収入および 

その他合計所得金額が

463万円以上 

２割負担 ３割負担 １割負担 

４０歳～６４歳の方 

または 

生活保護の方 

 

本人が 

住民税非課税 

本人が 

住民税課税 

本人合計所得金額 

160 万円未満 

本人合計所得金額 

160 万円以上 220 万円未満 

本人合計所得金額 

220 万円以上 


